
様式例第16号の１

非 農 業 利 用 地 調 書

農業委員会名
整理番号

所在・地番

土地等の表示 種目・数量 （実測面積 ㎡）

（備 考）

取得年月日・根拠 平成 年 月 日・買収（ 条）

非農業利用地 農地法施行令第37条第１項第 号

認定該当号

都市計画法 ・市街化 ・市街化

第７条によ 区域 調整区域

区 域 区 分 る区分 （ ） （ 有・無 ）

現 況 そ の 他 第 種農地（ ）

貸 付 け 条・平成 年 月 日・貸付書№

利 用 状 況 相 手 方

住所・氏名

(名称)

未 貸 付

公共利用計画 有・無 事業主体 用 途

非農業利用地認定

をすべき具体的理

由

買収令書写し・土地登記簿謄本・関係図面 枚

添 付 資 料

証明関係書類 通 ・現況（カラー）写真 葉 ・その他（ ）

調 査 年 月 日 現地調査 平成 年 月 日 調書作成 平成 年 月 日

備 考 （農地法施行令第37条第２項の規定による意見･･･別紙のとおり）



（記載要領）

１ 「整理番号」は都道府県ごとに一連番号とする。

２ 「土地等の表示」は、買収令書の表示と異なるときその理由（例：町名改正、区画整理換

地、分合筆等）、経過、残地等について（備考）欄に記入する。

また、（実測面積）は、測量士が作成した地積の測量図により記入する。

３ 「取得根拠」は、該当を○で囲み、買収についてはその条項を記入する。

４ 「区域区分」は、該当欄を○で囲み、市街化区域にあっては都市計画法第８条第１項の地

域地区の名称（例えば第１種住居地域、工業地域等）を括弧内に記入し、市街化調整区域に

あっては農業振興地域に該当の有無によって○印し、その他にあっては農地転用許可基準に

よる区分を記入し括弧内に参考事項（例えば土地改良事業施行区域内等）を記入する。

５ 「利用状況」は、該当を○で囲み、貸付け中のものは、貸付けの根拠条項、貸付けの始期

及び相手方名を記入し、未貸付けのものは、未貸付けとなった経緯、現況等（無断使用され

ているときはその氏名も）を記入する。

６ 「公共利用計画」は、該当を○で囲み有の場合は事業主体及び用途を記入する。

７ 「非農業利用地認定をすべき具体的理由」は、理由の発生年月日（例えば災害発生年月

等）も記入し、特に農地法施行令第37条第１項第３号該当とすべき場合は詳細に記入する。

８ 「添付資料」は、次により整備し、添付したものを○で囲み、記載順にとじ合わせて非

農業利用地調書に添付する。

(1) 買収令書写し･･････すべての場合

(2) 土地登記簿謄本等･･････買収令書と非農業利用地の表示が異なる場合

(3) 「関係図面」は、非農業利用地認定が土地の一部に係るものである場合（分筆図）、ま

たは、位置を図示することが適当な場合（位置図）等に添付する。

(4) 現況（カラー）写真･･････現況の判断に写真が適当と認められる場合

９ 「調査年月日」には、現地調査を行ったものについてはその年月日を、現地調査を要しな

いものについてはこの調書の作成年月日のみを記入する。

10 「備考」には、農地法施行令第37条第ｌ項第３号に該当する場合には、同条第２項の意見

書の添付の有無その他参考となる事項を記入する。



様式例第16号の２ （代金延納、用途指定（買戻特約付き）、減額売払用）

［収入印紙］

国有財産売買契約書

売払人国（以下「甲」という。）と買受人 （以下「乙」という。）とは、次の条項に

より国有財産の売買契約を締結する。

（減額の根拠）

第１条 甲 は 、 法（ 年法 律 第 号 ） 第 条第 項の規定に基づき、次条

に掲げる物件を乙に減額して売り払う。

（売買物件）

第２条 売買物件は、次のとおり。

所在地 区分 数量 摘要

内訳は別紙第１のと

おり

（売買代金）

第３条 売買代金は 、 金 ○ ○ 円（内訳は別紙第１のとおり。）とする。

（契約保証金）

第４条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金とし て 金 ○ ○ 円を甲に納付しなければなら

ない。

２ 前項の契約保証金は、第40条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。

３ 第１項の契約保証金には利息を付さない。

４ 甲は、乙が第５条、第14条並びに第16条第１項及び第２項に定める義務を履行したときは、

乙の請求により遅滞なく第１項に定める契約保証金を乙に還付する。

５ 甲は、乙が第５条、第14条又は第16条第１項若しくは第２項に定める義務を履行しないとき

は、第１項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。

（即納金の支払い）

第５条 乙は、売買代金のうち即納金とし て 金 ○ ○ 円を、甲の発行する納入告知書により

平 成 年 月 日までに甲に支払わなければならない。



（延納の特約）

第６条 甲乙両者は、第３条に定める売買代金から前条に定める即納金を差し引いた金 円につ

いて、次条及び第８条並びに第14条から第19条までに定めるところにより延納の特約をする。

（延納代金の支払方法）

第７条 延納代金の支払方法は○年の年賦払いとし、毎年の納付期限及び各納付期限ごとに乙

の支払うべき延納代金及び延納利息並びにその合計額は次表に掲げるところによる。なお、

この場合における延納利息の利率は 年 ○ ○ ％とする。

区分 納付期限 延納代金 延納利息 合計額 延納利息計算期間

平成 年 月 日から

延納第１回 平 成 年 月 日

平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から

延納第２回 平 成 年 月 日

平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から

延納第３回 平 成 年 月 日

平成 年 月 日まで

平成 年 月 日から

延納第1 0回 平 成 年 月 日

平成 年 月 日まで

計

２ 乙は、前項に掲げる表の区分欄に示す延納各回ごとに定める納付期限までに、延納代金と延

納利息との合計額を、甲の発行する納入告知書により甲に支払わなければならない。

３ 乙が第１項に掲げる表の延納代金を、当該延納代金の納付期限前に支払う旨書面により申請

した場合には、甲は、当該納付期限を繰り上げ、かつ、繰上期間に対応する延納利息を減額

することができる。ただし、当該繰上期間が１か月未満であるときは、当該繰上期間に対応す

る延納利息は減額しない。

（保険金による延納代金等の充当）

第８条 甲は、第16条第１項に定めるところにより損害保険契約を締結した担保物件について

保険事故が発生し、かつ、当該保険契約に基づき保険金の支払いを受けたときは、当該保険

金を、乙の未払の延納代金と当該延納代金に充当する日までに付すべき延納利息との合計額

（第20条に定める延滞金があるときは、これを加算した額とする。）に充当し、残余の保険金

は、乙に返還する。

（登記嘱託請求書等）

第９条 乙は、本契約締結の際に、あらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添

付した登記嘱託請求書、第14条に定める抵当権設定登記に必要な書類及び第31条に定める買

戻しの特約の登記に必要な承諾書を、甲に提出しなければならない。



（所有権の移転）

第10条 売買物件の所有権は、乙が即納金を完納した時に乙に移転する。

（売買物件の引渡し）

第11条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引渡しがあったもの

とする。

（危険負担）

第12条 乙は、本契約締結のときから売買物件の引渡しのときまでにおいて、当該物件が、甲

の責に帰することのできない事由により滅失又はき損した場合には、甲に対して売買代金の

減免を請求することができない。

（瑕疵担保）

第13条 甲は、本契約締結後、売買物件に隠れた瑕疵が発見された場合には、引渡しの日から

２年間に限り民法（明治29年法律第89号）第570条に規定する担保の責任を負う。

（担保の提供）

第14条 乙は、第７条第１項に定める延納代金及び延納利息の支払いを担保するため、本契約

締結と同時に甲のために別紙第２に掲げる物件について順位第１番の抵当権を設定すること

に同意する。

（増担保等）

第15条 甲が、前条に基づき抵当権を設定した物件が滅失したとき、又は、担保価値が減少し

たと認めて乙に対して増担保又は代わりの担保の提供を請求したときは、乙は、遅滞なく甲

の認める他の物件を増担保又は代わりの担保として甲に提供しなければならない。

（担保物件の付保）

第16条 乙は、第14条に定めるところにより担保として提供する物件のうち、別紙第３に掲げ

るものについては、あらかじめ、自己の負担において甲の指定する金額を保険金額とし、乙

を被保険者とする甲の指定する損害保険契約を締結しなければならない。

２ 乙は、前項に定める損害保険契約を締結したときは、当該保険契約に係る保険金請求権を

甲に譲渡し、かつ、確定日付ある証書をもってその旨を保険者に通知するとともに、本契約

締結の日 か ら ○ ○ 日以内にその保険証券を甲に提出しなければならない。

３ 乙は、延納代金及び延納利息の支払いを完了するまで、第１項に定める保険契約を継続し

なければならない。

４ 前３項の規定は、乙が前条に定めるところにより増担保又は代わりの担保として提供する

物件について準用する。

（担保物件に関する通知）

第17条 乙は、担保物件について、次に掲げる各号のいずれかに該当する行為をしようとする

とき又は乙以外の者が次に掲げる各号の一に該当する行為をしたときは、遅滞なくその旨を

甲に通知しなければならない。

(1) 訴の提起、裁判上の和解又は調停の申立

(2) 仮差押の申請、仮処分、強制執行又は競売の申立



(3) 滞納処分（その例による処分を含む。以下同じ。）

(4) 担保物件をき損、滅失その他現状の変更又は担保価値を減少させると認められる事実上

若しくは法律上の行為

（担保の一部解除）

第18条 甲は、乙が第７条第１項に定める延納代金と延納利息の一部を支払った後、担保の一

部解除を申し出た場合において、これを適当と認めるときは、担保の一部を解除することが

できる。

（延納特約の解除）

第19条 第６条に定める延納の特約は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、

当然に解除される。

(1) 乙が支払停止の状態に陥り又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(2) 乙が、破産、整理開始又は更生手続開始の申立てを受け若しくは自らこれらの申立てを

したとき。

(3) 乙が合併によらないで解散をしたとき。

(4) 乙について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認の申述をしたとき。

(5) 乙が、担保物件を滅失又はき損し若しくは担保価値を減少させる行為をしたとき。

(6) 担保物件について強制競売又は任意競売の開始決定があったとき。

(7) 担保物件について滞納処分としての公売の公告があったとき。

２ 甲は、乙における売買物件の管理が適当でないと認めたとき又は各年における延納代金の

納付金額と延納利息との合計額が、当該物件の当該年の見積貸付料の額（甲が定めた基準に

基づき算定した額）に満たなくなったと認めたときは延納の特約を解除する。

３ 甲は、次に掲げる各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、延納の特約を解除し又

は延納期間を短縮することができる。

(1) 乙の財産について、仮差押又は強制競売若しくは任意競売並びに仮処分の申立てを受け

たとき。

(2) 乙が滞納処分を受けたとき。

(3) 乙が合併、資本の減少又は営業の譲渡をしたとき。

(4) 担保物件について訴えの提起、裁判上の和解又は調停の申立てがあったとき。

(5) 乙が第26条から第29条までに定める用途指定の変更若しくは解除を申請したとき。

(6) 乙が本契約に定める義務を履行しなかったとき。

４ 甲が前３項の規定により延納の特約を解除したときは、乙は期限の利益を失い、未払いの

延納代金と、当該金額に対して延納特約の解除の日までの期間に相当する延納利息との合計

額を一時に甲に支払わなければならない。

５ 乙は、第１項第１号から第５号まで又は第３項第１号から第３号（ただし、合併及び資

本の減少を除く。）までの各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、遅滞なくその旨

を甲に通知しなければならない。

６ 甲は、乙が第４項の規定により延納代金及び延納利息を一時に支払うこととなった場合に



は、その金額並びに延滞金があるときはその金額との合計額の支払いを完了する時まで担保

の解除はしない。

（延滞金の徴収）

第20条 乙は、第７条第１項に掲げる表の合計額欄に定めた金額を、当該金額の納付期限（甲

が第７条第３項に定めるところにより納付期限を繰り上げたときは、繰上げ後の期限）まで

に支払わなかったとき又は前条第４項に定めるところにより納付すべき金額を甲の指定する

期限までに支払わなかったときは、延納代金について、当該納付期限の翌日から支払いのあ

った日までの期間につき年５％の割合で計算した延滞金を甲に支払わなければならない。

（充当の順序）

第21条 甲は、乙が延納代金、延納利息及び延滞金を支払うべき場合において、現実に納付の

あった金額が延納代金、延納利息及び延滞金の合計額に満たない場合には、延滞金、延納利

息及び延納代金の順序で充当する。

（事業計画等の変更）

第22条 乙は、第28条に定める指定期間が満了するまでの間に、やむを得ない事由により売払

申請書に添付した転用事業計画（以下「事業計画」という。）又は利用計画を変更しようとす

るときは、あらかじめ変更を必要とする事由及び変更後の計画を詳細に記載した書面をもっ

て甲に申請し、その承認を受けなければならない。

（工事完了の通知義務）

第23条 乙は、売払申請書に添付した利用計画（甲が前条の規定により当初計画の変更を承認

しているときは、変更後の利用計画をいう。次条において同じ。）に基づいて工事を完了し

たときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。

（売買代金の特例）

第24条 甲は、第22条の規定に基づく事業計画又は利用計画の変更の申請があった場合には、

当該変更後の事業計画又は利用計画に基づき適正規模及び減額割合等を甲の定める基準によ

り再度審査するものとし、その結果に基づき算定した金額が、第３条に定める売買代金の額

を超えるときは、乙は、その差額を甲に支払わなければならない。

２ 前項の規定は、乙が第22条の義務に違反して甲の承認を得ないで事業計画又は利用計画の

変更をした場合に準用する。

（用途指定）

第25条 甲は、売買物件について、次条から第29条までに定めるところにより乙と用途指定の

特約をする。

（指定用途）

第26条 乙は、売買物件を売払申請書に添付した事業計画及び利用計画（甲が第22条の規定に

よりその変更を承認したときは、変更後の事業計画及び利用計画をいう。）に定めるとおり

の用途（以下「指定用途」という。）に自ら供さなければならない。

（指定期日）

第27条 乙は、売買物件について平成 年 月 日（以下「指定期日」という。）までに必要な

工事を完了し、指定用途に供さなければならない。



２ 乙は、本契約締結の日から指定期日までに、甲の承認を得ないで売買物件を指定用途以外

の用途（指定用途に供するための工事を行う場合を除く。以下同じ。）に供してはならない。

（指定期間）

第28条 乙は、売買物件を指定期日の翌日から○年間（以下「指定期間」という。）指定用途に

供さなければならない。

（権利の設定等の禁止）

第29条 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで、売買物件に

地上権、質権、使用貸借による権利若しくは賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利

の設定（以下「権利の設定」という。）又は売買物件について売買、贈与、交換、出資等によ

る所有権の移転（以下「所有権の移転」という。）をしてはならない。

（買戻しの特約）

第30条 甲は、乙が本契約締結の日から買戻期間満了の日までにおいて、甲の承認を得ないで

次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、売買物件の買戻しをすることができる。

(1) 第27条第１項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき。

(2) 第28条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき。

(3) 第26条、第27条第２項及び第28条に定める義務に違反して指定用途以外の用途に供した

とき。

(4) 第29条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたとき。

２ 前項に定める買戻しの期間は、本契約締結の日から10年間とする。

（買戻しの登記）

第31条 乙は、甲が前条第１項及び第２項の規定に基づき期間を10年とする買戻権並びに第35

条第１項及び第２項に定める特約事項を登記することに同意する。

（用途指定の変更、解除等）

第32条 乙は、売買物件の全部又は一部について、やむを得ない事由により第26条から第29条

までに定める用途指定の変更若しくは解除又は第30条第１項及び第２項に定める買戻しの特

約を解除する必要がある場合には、詳細な事由を付した書面により甲に申請しなければなら

ない。

２ 甲が前項の申請に対し承認する場合には、書面によって行うものとする。

３ 甲が前項に定める承認をする場合には、乙は甲の請求により甲の定める基準に基づき算定

した額を納付しなければならない。

（公序良俗に反する使用等の禁止）

第33条 乙は、国有財産売買契約締結の日から10年間、売払物件を暴力団（暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）若しくは同法の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある

団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これらに類するものの用に供

し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売払

物件を第三者に貸してはならない。



（風俗営業等への使用の禁止）

第34条 乙は、国有財産売買契約締結の日から10年間、売払物件を風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項に規定する風俗営

業、同条第５項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供し、また、

これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三

者に貸してはならない。

（実地調査等）

第35条 甲は、第７条第１項に定める債権の保全上必要があると認めるときは、乙に対し、そ

の業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し又は参考とな

るべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。

２ 甲は、乙の第26条から第29条までに定める用途指定の履行状況を確認するため、又は、乙

の第33条及び第34条に定める公序良俗に反する使用等に関して、甲が必要と認めるときは実

地調査又は実地監査を行うことができる。

３ 乙は、本契約締結の日から第28条に定める指定期間満了の日まで毎年○月○日に、また甲

が必要と認めるときは売買物件について権利の設定又は所有権の移転等を行っていない事実

及び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を

甲に報告しなければならない。

４ 乙は、正当な理由なく、第１項及び第２項に定める質問、調査、実地調査又は実地監査を

拒み、妨げ若しくは忌避し又は第１項及び前項に定める報告若しくは資料の提出を怠っては

ならない。

（違約金）

第36条 乙は、第26条から第29条までに定める用途指定の義務に違反したとき、又は、乙の第33

条及び第34条に定める公序良俗に反する使用等に関する義務に違反したときは、次の各号に

定めるところにより、甲に対し、違約金を支払わなければならない。ただし、第２項に

該当する場合を除く。

(1) 第27条第１項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき又は

第28条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき（指定用途

以外の用途に供したときは次号による。）は金（１割）円

(2) 第26条、第27条第２項及び第28条に定める義務に違反して指定期間満了の日までに指定

用途以外の用途に供したとき、第29条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移

転をしたとき又は第33条及び第34条に定める義務に違反したときは金（３割）円

２ 乙は、第26条から第29条までに定める用途指定の義務に違反した場合において、甲が用途

指定義務を履行し難い特別の事由があると認めて用途指定の変更若しくは解除又は第30条に

定める買戻しの特約の解除を認めるときは、甲に対し、金（１割）円の違約金を支払わなけ

ればならない。

３ 乙は、正当な理由なく第17条又は第19条第５項に定める通知を怠ったため甲に損害を与え

たとき又は前条第４項に定める義務に違反して実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは

忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、甲に対し、金（１割）円の違約金を支

払わなければならない。



４ 前３項の違約金は、第40条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。

（買戻権の行使）

第37条 甲は、第30条第１項に定める買戻権を行使するときは、乙が支払った売買代金（第2

4条に定める売買代金の差額を含む。）を返還する。ただし、当該売買代金には利息を付さな

い。

２ 甲は、買戻権を行使するときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。

３ 甲は、買戻権を行使するときは、乙が支払った延納利息、延滞金及び違約金並びに乙が売

買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。

（契約の解除）

第38条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。

（属性要件に基づく契約解除）

第39条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、

本契約を解除することができる。

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の

代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。以下同じ。）が、暴力団又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

しているとき

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

（行為要件に基づく契約解除）

第40条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、

何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

（表明確約）

第41条 乙は、第39条各号及び第40条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、

将来にわたっても該当しないことを確約する。

（返還金等）

第42条 甲は、第38条から第40条までに定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代



金（第24条に定める売買代金の差額を含む。）を返還する。ただし、当該返還金には利息を

付さない。

２ 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。

３ 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った延納利息、延滞金及び違約金並びに乙が売

買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。

（乙の原状回復義務）

第43条 乙は、甲が第30条第１項の規定により買戻権を行使したとき又は第38条から第40条ま

での規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復し

て返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと

認めたときは、現状のまま返還することができる。

２ 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、その損害

賠償として、買戻権を行使した場合においては買戻権行使時の、また、解除権を行使した場

合においては契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。

また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する

金額を甲に支払わなければならない。

３ 乙は、第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日ま

でに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。

（特別違約金）

第44条 甲は、第30条第１項の規定に基づき買戻権を行使することができる場合には、甲の選

択により、買戻権の行使に代えて特別違約金を請求することができる。この場合において、

乙が特別違約金を納付したときは、第25条に定める用途指定の特約は解除する。

２ 前項の特別違約金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 売買物件の用途指定違反時の時価額が売買代金を超える場合は、当該超過額

(2) 売買物件の用途指定違反時の時価の３割に相当する額

(3) 売買物件の契約時の時価の３割に相当する額から第34条第１項に定める違約金を控除し

た額

（損害賠償）

第45条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠

償を請求できる。

２ 甲は、第39条及び第40条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損

害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

３ 乙は、甲が第39条及び第40条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害

が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

（返還金の相殺）

第46条 甲は、第42条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第７条第１

項に定める延納利息（ただし、買戻権又は解除権行使時までの延納利息）、第20条に定める延

滞金、第36条に定める違約金又は第43条第２項若しくは前条に定める損害賠償金を甲に支払



うべき義務があるときは、返還する売買代金と延納利息等の全部又は一部と相殺する。

（契約の費用）

第47条 本契約の締結及び履行並びに抵当権又は買戻権の抹消登記等に関して必要な費用は、

乙の負担とする。

（信義誠実の義務・疑義の決定）

第48条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

２ 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。

（裁判管轄）

第49条 本契約に関する訴えの管轄は、○○地方農政局所在地を管轄区域とする○○地方裁判

所とする。

上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ各自その１通

を保有する。

平成 年 月 日

売払人 国

契約担当官 印

買受人 住 所

氏 名 印



別紙第１

所在地（口座名） 区分 種目 構造 数量 減額前の評価額（時価） 売買代金

別紙第２

所在地 担保物件の種類 区分 種目 構造 数量 担保価値

別紙第３

所在地 担保物件の種類 区分 種目 構造 数量 保険金額

（記載要領）

相手方が法人である場合には、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称及び代表

者の氏名をそれぞれ記載してください。



様式例第16号の３ （代金即納、用途指定（買戻特約付き）、減額売払用）

［収入印紙］

国有財産売買契約書

売払人 国（以下「甲」という。）と買受人 （以下「乙」という。）とは、次の条項により国有財

産の売買契約を締結する。

（減額の根拠）

第１条 甲 は 、 法（ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 項の規定に基づき、次条に掲げ

る物件を乙に減額して売り払う。

（売買物件）

第２条 売買物件は、次のとおり。

所在地 区分 数量 摘要

内訳は別紙のとおり

（売買代金）

第３条 売買代金は、金○○円（内訳は別紙のとおり。）とする。

（契約保証金）

第４条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。

２ 前項の契約保証金は、第29条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。

３ 第１項の契約保証金には利息を付さない。

４ 甲は、乙が第５条に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく第１項に定める契約保証金を

乙に還付する。

５ 甲は、乙が第５条に定める義務を履行しないときは、第１項に定める契約保証金を国庫に帰属させること

ができる。

（代金の支払い）

第５条 乙は、売買代金を、甲の発行する納入告知書により平成 年 月 日までに甲

に支払わなければならない。

（登記嘱託請求書等）

第６条 乙は、本契約締結の際に、あらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付した登記嘱託

請求書、第20条に定める買戻しの特約の登記に必要な承諾書を、甲に提出しなければならない。



（所有権の移転）

第７条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付した時に乙に移転する。

（売買物件の引渡し）

第８条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引渡しがあったもの

とする。

（危険負担）

第９条 乙は、本契約締結のときから売買物件の引渡しのときまでにおいて、当該物件が、甲

の責に帰すことのできない事由により滅失又はき損した場合には、甲に対して売買代金の減

免を請求することができない。

（瑕疵担保）

第10条 甲は、本契約締結後、売買物件に隠れた瑕疵が発見された場合には、引渡しの日から

２年間に限り民法（明治29年法律第89号）第570条に規定する担保の責任を負う。

（事業計画等の変更）

第11条 乙は、第17条に定める指定期間が満了するまでの間に、やむを得ない事由により売払

申請書に添付した転用事業計画（以下「事業計画」という。）又は利用計画を変更しようと

するときは、あらかじめ変更を必要とする事由及び変更後の計画を詳細に記載した書面をも

って甲に申請し、その承認を受けなければならない。

（工事完了の通知義務）

第12条 乙は、売払申請書に添付した利用計画（甲が前条の規定により当初計画の変更を承認

しているときは、変更後の利用計画をいう。以下、次条において同じ。）に基づいて工事を完

了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。

（売買代金の特例）

第13条 甲は、第11条の規定に基づく事業計画又は利用計画の変更の申請があった場合には、

当該変更後の事業計画又は利用計画に基づき適正規模及び減額割合等を甲の定める基準によ

り再度審査するものとし、その結果に基づき算定した金額が、第３条に定める売買代金の額

を超えるときは、乙は、その差額を甲に支払わなければならない。

２ 前項の規定は、乙が第11条の義務に違反して甲の承認を得ないで事業計画又は利用計画の

変更をした場合に準用する。

（用途指定）

第14条 甲は、売買物件について、次条から第18条までに定めるところにより乙と用途指定の

特約をする。

（指定用途）

第15条 乙は、売買物件を売払申請書に添付した事業計画及び利用計画（甲が第11条の規定に

よりその変更を承認したときは、変更後の事業計画及び利用計画をいう。）に定めるとおりの

用途（以下「指定用途」という。）に自ら供さなければならない。

（指定期日）

第16条 乙は、売買物件について平成○年○月○日（以下「指定期日」という。）までに必要な



工事を完了し、指定用途に供さなければならない。

２ 乙は、本契約締結の日から指定期日までに、甲の承認を得ないで売買物件を指定用途以外

の用途（指定用途に供するための工事を行う場合を除く。以下同じ。）に供してはならない。

（指定期間）

第17条 乙は、売買物件を指定期日の翌日から○年間（以下「指定期間」という。）指定用途に

供さなければならない。

（権利の設定等の禁止）

第18条 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで、売買物件に

地上権、質権、使用貸借による権利若しくは賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利

の設定（以下「権利の設定」という。）又は売買物件について売買、贈与、交換、出資等によ

る所有権の移転（以下「所有権の移転」という。）をしてはならない。

（買戻しの特約）

第19条 甲は、乙が本契約締結の日から買戻期間満了の日までにおいて、甲の承認を得ないで

次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、売買物件の買戻しをすることができる。

(1) 第16条第１項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき。

(2) 第17条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき。

(3) 第15条、第16条第２項及び第17条に定める義務に違反して指定用途以外の用途に供した

とき。

(4) 第18条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたとき。

２ 前項に定める買戻しの期間は、本契約締結の日から10年間とする。

（買戻しの登記）

第20条 乙は、甲が前条第１項及び第２項の規定に基づき期間を10年とする買戻権並びに第24

条第１項及び第２項に定める特約事項を登記することに同意する。

（用途指定の変更、解除等）

第21条 乙は、売買物件の全部又は一部について、やむを得ない事由により第15条から第18条

までに定める用途指定の変更若しくは解除又は第19条第１項及び第２項に定める買戻しの特

約を解除する必要がある場合には、詳細な事由を付した書面により甲に申請しなければなら

ない。

２ 甲が前項の申請に対し承認する場合には、書面によって行うものとする。

３ 甲が前項に定める承認をする場合には、乙は甲の請求により甲の定める基準に基づき算定

した額を納付しなければならない。

（公序良俗に反する使用等の禁止）

第22条 乙は、国有財産売買契約締結の日から10年間、売払物件を暴力団（暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）若しくは同法の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある

団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これらに類するものの用に供

し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売払



物件を第三者に貸してはならない。

（風俗営業等への使用の禁止）

第23条 乙は、国有財産売買契約締結の日から10年間、売払物件を風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項に規定する風俗営

業、同条第５項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供し、また、

これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三

者に貸してはならない。

（実地調査等）

第24条 甲は、乙の第15条から第18条までに定める用途指定の履行状況を確認するため、又は、

乙の第22条及び第23条に定める公序良俗に反する使用等に関して、甲が必要と認めるときは

実地調査又は実地監査を行うことができる。

２ 乙は、本契約締結の日から第17条に定める指定期間満了の日まで毎年○月○日に、また甲

が必要と認めるときは売買物件について権利の設定又は所有権の移転等を行っていない事実

及び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を

甲に報告しなければならない。

３ 乙は、正当な理由なく、前２項に定める実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避

し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。

（違約金）

第25条 乙は、第15条から第18条までに定める用途指定の義務に違反したときは、次の各号に

定めるところにより、甲に対し、違約金を支払わなければならない。ただし、第２項に該

当する場合を除く。

(1) 第16条第１項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき又は

第17条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき（指定用途以

外の用途に供したときは次号による。）は金（１割）円

(2) 第15条、第16条第２項及び第17条に定める義務に違反して指定期間満了の日までに指定

用途以外の用途に供したとき、第18条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移

転をしたとき又は第22条及び第23条に定める義務に違反したときは金（３割）円

２ 乙は、第15条から第18条までに定める用途指定の義務に違反した場合において、甲が用途

指定義務を履行し難い特別の事由があると認めて用途指定の変更若しくは解除又は第19条に

定める買戻しの特約の解除を認めるときは、甲に対し、金（１割）円の違約金を支払わなけ

ればならない。

３ 乙は、正当な理由なく前条第３項に定める義務に違反して実地調査又は実地監査を拒み、

妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、甲に対し、金（１割）円

の違約金を支払わなければならない。

４ 前３項の違約金は、第29条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。

（買戻権の行使）

第26条 甲は、第19条第１項に定める買戻権を行使するときは、乙が支払った売買代金（第13

条に定める売買代金の差額を含む。）を返還する。ただし、当該売買代金には利息を付さない。

２ 甲は、買戻権を行使するときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。



３ 甲は、買戻権を行使するときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、

有益費その他一切の費用は償還しない。

（契約の解除）

第27条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。

（属性要件に基づく契約解除）

第28条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、

本契約を解除することができる。

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の

代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。以下同じ。）が、暴力団又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

しているとき

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

（行為要件に基づく契約解除）

第29条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、

何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

（表明確約）

第30条 乙は、第28条各号及び第29条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、

将来にわたっても該当しないことを確約する。

（返還金等）

第31条 甲は、第27条から第29条までに定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代

金（第13条に定める売買代金の差額を含む。）を返還する。ただし、当該返還金には利息を付

さない。

２ 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。

３ 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、

有益費その他一切の費用は償還しない。

（乙の原状回復義務）



第32条 乙は、甲が第19条第１項の規定により買戻権を行使したとき又は第27条から第29条ま

での規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復し

て返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと

認めたときは、現状のまま返還することができる。

２ 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、その損害

賠償として、買戻権を行使した場合においては買戻権行使時の、また、解除権を行使した場

合においては契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。

また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金

額を甲に支払わなければならない。

３ 乙は、第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日ま

でに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。

（特別違約金）

第33条 甲は、第19条第１項の規定に基づき買戻権を行使することができる場合には、甲の選

択により、買戻権の行使に代えて特別違約金を請求することができる。この場合において、

乙が特別違約金を納付したときは、第14条に定める用途指定の特約は解除する。

２ 前項の特別違約金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 売買物件の用途指定違反時の時価額が売買代金を超える場合は、当該超過額

(2) 売買物件の用途指定違反時の時価の３割に相当する額

(3) 売買物件の契約時の時価の３割に相当する額から第23条第１項に定める違約金を控除した

額

（損害賠償）

第34条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠

償を請求できる。

２ 甲は、第28条及び第29条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損

害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

３ 乙は、甲が第28条及び第29条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害

が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

（返還金の相殺）

第35条 甲は、第31条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第25条に定

める違約金又は第32条第２項若しくは前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務がある

ときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。

（契約の費用）

第36条 本契約の締結及び履行並びに買戻権の抹消登記等に関して必要な費用は、乙の負担と

する。

（信義誠実の義務・疑義の決定）

第37条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

２ 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。



（裁判管轄）

第38条 本契約に関する訴えの管轄は、○○地方農政局所在地を管轄区域とする○○地方裁判

所とする。

上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ各自その１通

を保有する。

平成 年 月 日

売払人 国

契約担当官 印

買受人 住 所

氏 名 印

別紙

所在地（口座名） 区分 種目 構造 数量 減額前の評価額（時価） 売買代金

（記載要領）

相手方が法人である場合には、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称及び代

表者の氏名をそれぞれ記載してください。



様式例第16号の４ （代金即納、用途指定（買戻特約付き）、時価売払用）

［収入印紙］

国有財産売買契約書

売払人 国（以下「甲」という。）と買受人 （以下「乙」という。）とは、次の条項

により国有財産の売買契約を締結する。

（売買物件）

第１条 売買物件は、次のとおり。

所在地 区分 数量 摘要

内訳は別紙のとおり

（売買代金）

第２条 売買代金は、金○○円（内訳は別紙のとおり。）とする。

（契約保証金）

第３条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならな

い。

２ 前項の契約保証金は、第27条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。

３ 第１項の契約保証金には利息を付さない。

４ 甲は、乙が第４条に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく第１項に定め

る契約保証金を乙に還付する。

５ 甲は、乙が第４条に定める義務を履行しないときは、第１項に定める契約保証金を国庫に

帰属させることができる。

（代金の支払い）

第４条 乙は、売買代金を、甲の発行する納入告知書により平成 年 月 日までに甲に支払

わなければならない。

（登記嘱託請求書等）

第５条 乙は、本契約締結の際に、あらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添

付した登記嘱託請求書、第18条に定める買戻しの特約の登記に必要な承諾書を、甲に提出し

なければならない。

（所有権の移転）



第６条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付した時に乙に移転する。

（売買物件の引渡し）

第７条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引渡しがあったもの

とする。

（危険負担）

第８条 乙は、本契約締結のときから売買物件の引渡しのときまでにおいて、当該物件が、甲

の責に帰すことのできない事由により滅失又はき損した場合には、甲に対して売買代金の減

免を請求することができない。

（瑕疵担保）

第９条 甲は、本契約締結後、売買物件に隠れた瑕疵が発見された場合には、引渡しの日から

２年間に限り民法（明治29年法律第89号）第570条に規定する担保の責任を負う。

（事業計画等の変更）

第10条 乙は、第15条に定める指定期間が満了するまでの間に、やむを得ない事由により売払

申請書に添付した転用事業計画（以下「事業計画」という。）又は利用計画を変更しようと

するときは、あらかじめ変更を必要とする事由及び変更後の計画を詳細に記載した書面をも

って甲に申請し、その承認を受けなければならない。

（工事完了の通知義務）

第11条 乙は、売払申請書に添付した利用計画（甲が前条の規定により当初計画の変更を承認

しているときは、変更後の利用計画をいう。）に基づいて工事を完了したときは、その旨を直

ちに甲に通知しなければならない。

（用途指定）

第12条 甲は、売買物件について、次条から第16条までに定めるところにより、乙と用途指定

の特約をする。

（指定用途）

第13条 乙は、売買物件を売払申請書に添付した事業計画及び利用計画（甲が第10条の規定に

よりその変更を承認したときは、変更後の事業計画及び利用計画をいう。）に定めるとおりの

用途（以下「指定用途」という。）に自ら供さなければならない。

（指定期日）

第14条 乙は、売買物件について平成○年○月○日（以下「指定期日」という。）までに必要な

工事を完了し、指定用途に供さなければならない。

２ 乙は、本契約締結の日から指定期日までに、甲の承認を得ないで売買物件を指定用途以外

の用途（指定用途に供するための工事を行う場合を除く。以下同じ。）に供してはならない。

（指定期間）

第15条 乙は、売買物件を指定期日の翌日から○年間（以下「指定期間」という。）指定用途に

供さなければならない。



（権利の設定等の禁止）

第16条 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで、売買物件に

地上権、質権、使用貸借による権利又は貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設

定（以下「権利の設定」という。）をし若しくは売買物件について売買、贈与、交換、出資等

による所有権の移転（以下「所有権の移転」という。）をしてはならない。

（買戻しの特約）

第17条 甲は、乙が本契約締結の日から買戻期間満了の日までにおいて、甲の承認を得ないで

次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、売買物件の買戻しをすることができる。

(1) 第14条第１項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき。

(2) 第15条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき。

(3) 第13条、第14条第２項及び第15条に定める義務に違反して指定用途以外の用途に供した

とき。

(4) 第16条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたとき。

２ 前項に定める買戻しの期間は、本契約締結の日から10年間とする。

（買戻しの登記）

第18条 乙は、甲が前条第１項及び第２項の規定に基づき期間を10年とする買戻権並びに第22

条第１項及び第２項に定める特約事項を登記することに同意する。

（用途指定の変更、解除等）

第19条 乙は、売買物件の全部又は一部について、やむを得ない事由により第13条から第16条

までに定める用途指定の変更若しくは解除又は第17条第１項及び第２項に定める買戻しの特

約を解除する必要がある場合には、詳細な事由を付した書面により甲に申請しなければなら

ない。

２ 甲が前項の申請に対し承認する場合には、書面によって行うものとする。

３ 甲が前項に定める承認をする場合には、乙は甲の請求により甲の定める基準に基づき算定

した額を納付しなければならない。

（公序良俗に反する使用等の禁止）

第20条 乙は、国有財産売買契約締結の日から10年間、売払物件を暴力団（暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）若しくは同法の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある

団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これらに類するものの用に供

し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売払

物件を第三者に貸してはならない。

（風俗営業等への使用の禁止）

第21条 乙は、国有財産売買契約締結の日から10年間、売払物件を風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項に規定する風俗営

業、同条第５項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供し、また、

これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三

者に貸してはならない。



（実地調査等）

第22条 甲は、乙の第13条から第16条までに定める用途指定の履行状況を確認するため、又は、

乙の第20条及び第21条に定める公序良俗に反する使用等に関して、甲が必要と認めるときは

実地調査又は実地監査を行うことができる。

２ 乙は、本契約締結の日から第15条に定める指定期間満了の日まで毎年○月○日に、また甲

が必要と認めるときは売買物件について権利の設定又は所有権の移転を行っていない事実及

び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲

に報告しなければならない。

３ 乙は、正当な理由なく、前２項に定める実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避

し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。

（違約金）

第23条 乙は、第13条から第16条までに定める用途指定の義務に違反したときは、次の各号に

定めるところにより、甲に対し、違約金を支払わなければならない。ただし、第２項に該

当する場合を除く。

(1) 第14条第１項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき又は

第15条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき（指定用途以

外の用途に供したときは次号による。）は金（１割）円

(2) 第13条、第14条第２項及び第15条に定める義務に違反して指定期間満了の日までに指定

用途以外の用途に供したとき、第16条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移

転をしたとき又は第20条及び第21条に定める義務に違反したときは金（３割）円

２ 乙は、第13条から第16条までに定める用途指定の義務に違反した場合において、甲が用途

指定義務を履行し難い特別の事由があると認めて用途指定の変更若しくは解除又は第17条に

定める買戻しの特約の解除を認めるときは、甲に対し、金（１割）円の違約金を支払わなけ

ればならない。

３ 乙は、正当な理由なく前条第３項に定める義務に違反して実地調査又は実地監査を拒

み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、甲に対し、金（１割）

円の違約金を支払わなければならない。

４ 前３項の違約金は、第27条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。

（買戻権の行使）

第24条 甲は、第17条第１項に定める買戻権を行使するときは、乙が支払った売買代金を返還

する。ただし、当該売買代金には利息を付さない。

２ 甲は、買戻権を行使するときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。

３ 甲は、買戻権を行使するときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、

有益費その他一切の費用は償還しない。

（契約の解除）

第25条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。

（属性要件に基づく契約解除）

第26条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契



約を解除することができる。

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の

代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。以下同じ。）が、暴力団又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

しているとき

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

（行為要件に基づく契約解除）

第27条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、

何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

（表明確約）

第28条 乙は、第26条各号及び第27条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、

将来にわたっても該当しないことを確約する。

（返還金等）

第29条 甲は、第25条から第27条までに定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代

金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。

２ 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。

３ 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、

有益費その他一切の費用は償還しない。

（乙の原状回復義務）

第30条 乙は、甲が第17条第１項の規定により買戻権を行使したとき又は第25条から第27条ま

での規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復し

て返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと

認めたときは、現状のまま返還することができる。

２ 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、その損害

賠償として、買戻権を行使した場合においては買戻権行使時の、また、解除権を行使した場

合においては契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。

また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金



額を甲に支払わなければならない。

３ 乙は、第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日ま

でに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。

（特別違約金）

第31条 甲は、第17条第１項の規定に基づき買戻権を行使することができる場合には、甲の選

択により、買戻権の行使に代えて特別違約金を請求することができる。この場合において、

乙が特別違約金を納付したときは、第12条に定める用途指定の特約は解除する。

２ 前項の特別違約金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 売買物件の用途指定違反時の時価額が売買代金を超える場合は、当該超過額

(2) 売買物件の用途指定違反時の時価の３割に相当する額

(3) 売買物件の契約時の時価の３割に相当する額から第23条第１項に定める違約金を控除した

額

（損害賠償）

第32条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠

償を請求できる。

２ 甲は、第26条及び第27条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償な

いし補償することは要しない。

３ 乙は、甲が第26条及び第27条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害

が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

（返還金の相殺）

第33条 甲は、第29条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第23条に定

める違約金又は第30条第２項若しくは前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務がある

ときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。

（契約の費用）

第34条 本契約の締結及び履行並びに買戻権の抹消登記等に関して必要な費用は、乙の負担と

する。

（信義誠実の義務・疑義の決定）

第35条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

２ 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。

（裁判管轄）

第36条 本契約に関する訴えの管轄は、○○地方農政局所在地を管轄区域とする○○地方裁判

所とする。



上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ各自その１通

を保有する。

平成 年 月 日

売払人 国

契約担当官 印

買受人 住 所

氏 名 印

別紙

所在地（口座名） 区分 種目 構造 数量 減額前の評価額（時価） 売買代金

（記載要領）

相手方が法人である場合には、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称及び代表

者の氏名をそれぞれ記載してください。



様式例第16号の５ （代金即納、用途指定、減額売払用）

［収入印紙］

国有財産売買契約書

売払人 国（以下「甲」という。）と買受人（以下「乙」という。）とは、次の条項により国

有財産の売買契約を締結する。

（減額の根拠）

第１条 甲は、 法（ 年法律第 号）第 条第 項の規定に基づき、次条に掲げる物

件を乙に減額して売り払う。

（売買物件）

第２条 売買物件は、次のとおり。

所在地 区分 数量 摘要

内訳は別紙のとおり

（売買代金）

第３条 売買代金は、金○○円（内訳は別紙のとおり。）とする。

（契約保証金）

第４条 乙は、本契約締結と同時に契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。

２ 前項の契約保証金は、第26条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。

３ 第１項の契約保証金には利息を付さない。

４ 甲は、乙が第５条に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく第１項に定め

る契約保証金を乙に還付する。

５ 甲は、乙が第５条に定める義務を履行しないときは、第１項に定める契約保証金を国庫に

帰属させることができる。

（代金の支払い）

第５条 乙は、売買代金を、甲の発行する納入告知書により平成 年 月 日までに甲に支払

わなければならない。

（登記嘱託請求書等）

第６条 乙は、本契約締結の際にあらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付

した登記嘱託請求書を甲に提出しなければならない。



（所有権の移転）

第７条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付した時に乙に移転する。

（売買物件の引渡し）

第８条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引渡しがあったもの

とする。

（危険負担）

第９条 乙は、本契約締結のときから売買物件の引渡しのときまでにおいて、当該物件が、甲

の責に帰すことのできない事由により滅失又はき損した場合には、甲に対して売買代金の減

免を請求することができない。

（瑕疵担保）

第10条 甲は、本契約締結後、売買物件に隠れた瑕疵が発見された場合には、引渡しの日から

２年間に限り民法（明治29年法律第89号）第570条に規定する担保の責任を負う。

（事業計画等の変更）

第11条 乙は、第17条に定める指定期間が満了するまでの間に、やむを得ない事由により売払

申請書に添付した転用事業計画（以下「事業計画」という。）又は利用計画を変更しようと

するときは、あらかじめ変更を必要とする事由及び変更後の計画を詳細に記載した書面をも

って甲に申請し、その承認を受けなければならない。

（工事完了の通知義務）

第12条 乙は、売払申請書に添付した利用計画（甲が前条の規定により当初計画の変更を承認

しているときは、変更後の利用計画をいう。以下、次条において同じ。）に基づいて工事を完

了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。

（売買代金の特例）

第13条 甲は、第11条の規定に基づく事業計画又は利用計画の変更の申請があった場合には、

当該変更後の事業計画又は利用計画に基づき適正規模及び減額割合等を甲の定める基準によ

り再度審査するものとし、その結果に基づき算定した金額が、第３条に定める売買代金の額

を超えるときは、乙は、その差額を甲に支払わなければならない。

２ 前項の規定は、乙が第11条の義務に違反して甲の承認を得ないで事業計画又は利用計画の

変更をした場合に準用する。

（用途指定）

第14条 甲は、売買物件について、次条から第18条までに定めるところにより乙と用途指定の

特約をする。

（指定用途）

第15条 乙は、売買物件を売払申請書に添付した事業計画及び利用計画（甲が第11条の規定に

よりその変更を承認したときは、変更後の事業計画及び利用計画をいう。）に定めるとおりの

用途（以下「指定用途」という。）に自ら供さなければならない。



（指定期日）

第16条 乙は、売買物件について平成○年○月○日（以下「指定期日」という。）までに必要な

工事を完了し、指定用途に供さなければならない。

２ 乙は、本契約締結の日から指定期日までに、甲の承認を得ないで売買物件を指定用途以外

の用途（指定用途に供するための工事を行う場合を除く。以下同じ。）に供してはならない。

（指定期間）

第17条 乙は、売買物件を指定期日の翌日から○年間（以下「指定期間」という。）指定用途に

供さなければならない。

（権利の設定等の禁止）

第18条 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで、売買物件に

地上権、質権、使用貸借による権利若しくは賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利

の設定（以下「権利の設定」という。）又は売買物件について売買、贈与、交換、出資等に

よる所有権の移転（以下「所有権の移転」という。）をしてはならない。

（用途指定の変更、解除等）

第19条 乙は、売買物件の全部又は一部について、やむを得ない事由により第15条から第18条

までに定める用途指定の変更又は解除をする必要がある場合には、詳細な事由を付した書面

により甲に申請しなければならない。

２ 甲が前項の申請に対し承認する場合には、書面によって行うものとする。

３ 甲が前項に定める承認をする場合には、乙は甲の請求により甲の定める基準に基づき算定

した額を納付しなければならない。

（公序良俗に反する使用等の禁止）

第20条 乙は、国有財産売買契約締結の日から10年間、売払物件を暴力団（暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）若しくは同法の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある

団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これらに類するものの用に供

し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売払

物件を第三者に貸してはならない。

（風俗営業等への使用の禁止）

第21条 乙は、国有財産売買契約締結の日から10年間、売払物件を風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項に規定する風俗営

業、同条第５項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供し、また、

これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三

者に貸してはならない。

（実地調査等）

第22条 甲は、乙の第15条から第18条までに定める用途指定の履行状況を確認するため、

又は、乙の第20条及び第21条に定める公序良俗に反する使用等に関して、甲が必要と認

めるときは実地調査又は実地監査を行うことができる。

２ 乙は、本契約締結の日から第17条に定める指定期間満了の日まで毎年○月○日に、ま



た甲が必要と認めるときは売買物件について権利の設定、所有権の移転等を行っていない事

実及び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況

等を甲に報告しなければならない。

３ 乙は、正当な理由なく、前２項に定める実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避

し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。

（違約金）

第23条 乙は、第15条から第18条までに定める用途指定の義務に違反したときは、次の各号に

定めるところにより、甲に対し、違約金を支払わなければならない。ただし、第２項に該

当する場合を除く。

(1) 第16条第１項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき又は

第17条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき（指定用途以

外の用途に供したときは次号による。）は金（１割）円

(2) 第15条、第16条第２項及び第17条に定める義務に違反して指定期間満了の日までに指定

用途以外の用途に供したとき、第18条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移

転をしたとき又は第20条及び第21条に定める義務に違反したときは金（３割）円

２ 乙は、第15条から第17条までに定める用途指定の義務に違反した場合において、甲が用途

指定義務を履行し難い特別の事由があると認めて用途指定の変更又は解除を認めるときは、

甲に対し、金（１割）円の違約金を支払わなければならない。

３ 乙は、正当な理由なく前条第３項に定める義務に違反して実地調査又は実地監査を拒み、

妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、甲に対し、金（１割）円

の違約金を支払わなければならない。

４ 前３項の違約金は、第26条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。

（契約の解除）

第24条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。

（属性要件に基づく契約解除）

第25条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、

本契約を解除することができる。

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の

代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。以下同じ。）が、暴力団又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど



しているとき

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

（行為要件に基づく契約解除）

第26条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、

何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

（表明確約）

第27条 乙は、第25条各号及び第26条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、

将来にわたっても該当しないことを確約する。

（返還金等）

第28条 甲は、第24条から第26条までに定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代

金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。

２ 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。

３ 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、

有益費その他一切の費用は償還しない。

（乙の原状回復義務）

第29条 乙は、甲が第24条から第26条までの規定により解除権を行使したときは、甲の指定す

る期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を

原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。

２ 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、契約解除

時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰す

べき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなけ

ればならない。

３ 乙は、第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日ま

でに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。

（特別違約金）

第30条 甲は、乙が第15条から第18条までに定める義務に違反した場合には、甲の選択により、

解除権の行使に代えて特別違約金を請求することができる。この場合において、乙が特別違

約金を納付したときは、第14条に定める用途指定の特約は解除する。

２ 前項の特別違約金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 売買物件の用途指定違反時の時価額が売買代金を超える場合は、当該超過額

(2) 売買物件の用途指定違反時の時価の３割に相当する額

(3) 売買物件の契約時の時価の３割に相当する額から第23条第１項に定める違約金を控除した

額



（損害賠償）

第31条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠

償を請求できる。

２ 甲は、第25条及び第26条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損

害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

３ 乙は、甲が第25条及び第26条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害

が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

（返還金の相殺）

第32条 甲は、第28条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第23条に定

める違約金又は第29条第２項若しくは前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務がある

ときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。

（契約の費用）

第33条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。

（信義誠実の義務・疑義の決定）

第34条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

２ 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。

（裁判管轄）

第35条 本契約に関する訴えの管轄は、○○地方農政局所在地を管轄区域とする○○地方裁判

所とする。

上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ各自その１

通を保有する。

平成 年 月 日

売払人 国

契約担当官 印

買受人 住 所

氏 名 印



別紙

所在地（口座名） 区分 種目 構造 数量 減額前の評価額（時価） 売買代金

（記載要領）

相手方が法人である場合には、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称及び代表

者の氏名をそれぞれ記載してください。



様式例第16号の６ （代金即納、用途指定、時価売払用）

［収入印紙］

国有財産売買契約書

売払人 国（以下「甲」という。）と買受人 （以下「乙」という。）とは、次の条項

により国有財産の売買契約を締結する。

（売買物件）

第１条 売買物件は、次のとおり。

所在地 区分 数量 摘要

内訳は別紙のとおり

（売買代金）

第２条 売買代金は、金○○円（内訳は別紙のとおり。）とする。

（契約保証金）

第３条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならな

い。

２ 前項の契約保証金は、第24条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。

３ 第１項の契約保証金には利息を付さない。

４ 甲は、乙が第４条に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく第１項に定め

る契約保証金を乙に還付する。

５ 甲は、乙が第４条に定める義務を履行しないときは、第１項に定める契約保証金を国庫に

帰属させることができる。

（代金の支払い）

第４条 乙は、売買代金を、甲の発行する納入告知書により平成 年 月 日までに甲に支払

わなければならない。

（登記嘱託請求書等）

第５条 乙は、本契約締結の際にあらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付

した登記嘱託請求書を、甲に提出しなければならない。

（所有権の移転）

第６条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付した時に乙に移転する。



（売買物件の引渡し）

第７条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引渡しがあったもの

とする。

（危険負担）

第８条 乙は、本契約締結のときから売買物件の引渡しのときまでにおいて、当該物件が、甲

の責に帰すことのできない事由により滅失又はき損した場合には、甲に対して売買代金の減

免を請求することができない。

（瑕疵担保）

第９条 甲は、本契約締結後、売買物件に隠れた瑕疵が発見された場合には、引渡しの日から

２年間に限り民法（明治29年法律第89号）第570条に規定する担保の責任を負う。

（事業計画等の変更）

第10条 乙は、第15条に定める指定期間が満了するまでの間に、やむを得ない事由により売払

申請書に添付した転用事業計画（以下「事業計画」という。）又は利用計画を変更しようと

するときは、あらかじめ変更を必要とする事由及び変更後の計画を詳細に記載した書面をも

って甲に申請し、その承認を受けなければならない。

（工事完了の通知義務）

第11条 乙は、売払申請書に添付した利用計画（甲が前条の規定により当初計画の変更を承認

しているときは、変更後の利用計画をいう。）に基づいて工事を完了したときは、その旨を直

ちに甲に通知しなければならない。

（用途指定）

第12条 甲は、売買物件について、次条から第16条までに定めるところにより乙と用途指定の

特約をする。

（指定用途）

第13条 乙は売買物件を売払申請書に添付した事業計画及び利用計画（甲が第10条の規定によ

りその変更を承認したときは変更後の事業計画及び利用計画をいう。）に定めるとおりの用途

（以下「指定用途」という。）に自ら供さなければならない。

（指定期日）

第14条 乙は、売買物件について平成○年○月○日（以下「指定期日」という。）までに必要な

工事を完了し、指定用途に供さなければならない。

２ 乙は、本契約締結の日から指定期日までに、甲の承認を得ないで売買物件を指定用途以外

の用途（指定用途に供するための工事を行う場合を除く。以下同じ。）に供してはならない。

（指定期間）

第15条 乙は、売買物件を指定期日の翌日から○年間（以下「指定期間」という。）指定用途に

供さなければならない。

（権利の設定等の禁止）

第16条 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで、売買物件に

地上権、質権、使用貸借による権利もしくは賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利



の設定（以下「権利の設定」という。）又は売買物件について売買、贈与、交換、出資等に

よる所有権の移転（以下「所有権の移転」という。）をしてはならない。

（用途指定の変更、解除等）

第17条 乙は、売買物件の全部又は一部について、やむを得ない事由により第13条から第16条

までに定める用途指定の変更又は解除をする必要がある場合には、詳細な事由を付した書面

により甲に申請しなければならない。

２ 甲が前項の申請に対し承認する場合には、書面によって行うものとする。

３ 甲が前項に定める承認をする場合には、乙は甲の請求により甲の定める基準に基づき算定

した額を納付しなければならない。

（公序良俗に反する使用等の禁止）

第18条 乙は、国有財産売買契約締結の日から10年間、売払物件を暴力団（暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）若しくは同法の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある

団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これらに類するものの用に供

し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売払

物件を第三者に貸してはならない。

（風俗営業等への使用の禁止）

第19条 乙は、国有財産売買契約締結の日から10年間、売払物件を風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項に規定する風俗営

業、同条第５項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供し、また、

これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三

者に貸してはならない。

（実地調査等）

第20条 甲は、乙の第13条から第16条までに定める用途指定の履行状況を確認するため、又は、

乙の第18条及び第19条に定める公序良俗に反する使用等に関して、甲が必要と認めるときは

実地調査又は実地監査を行うことができる。

２ 乙は、本契約締結の日から第15条に定める指定期間満了の日まで毎年○月○日に、また甲

が必要と認めるときは売買物件について権利の設定、所有権の移転等を行っていない事実及

び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲

に報告しなければならない。

３ 乙は、正当な理由なく、前２項に定める実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避

し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。

（違約金）

第21条 乙は、第13条から第16条までに定める用途指定の義務に違反したときは、次の各号に

定めるところにより、甲に対し、違約金を支払わなければならない。ただし、第２項に該

当する場合を除く。

(1) 第14条第１項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき又は

第15条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき（指定用途以



外の用途に供したときは次号による。）は金（１割）円

(2) 第13条、第14条第２項及び第15条に定める義務に違反して指定期間満了の日までに指定

用途以外の用途に供したとき、第16条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移

転をしたとき又は第18条及び第19条に定める義務に違反したときは金（３割）円

２ 乙は、第13条から第16条までに定める用途指定の義務に違反した場合において、甲が用途

指定義務を履行し難い特別の事由があると認めて用途指定の変更又は解除を認めるときは、

甲に対し、金（１割）円の違約金を支払わなければならない。

３ 乙は、正当な理由なく前条第３項に定める義務に違反して実地調査又は実地監査を拒み、

妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、甲に対し、金（１割）円

の違約金を支払わなければならない。

４ 前３項の違約金は、第24条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。

（契約の解除）

第22条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。

（属性要件に基づく契約解除）

第23条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、

本契約を解除することができる。

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の

代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。以下同じ。）が、暴力団又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

しているとき

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

（行為要件に基づく契約解除）

第24条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、

何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

（表明確約）

第25条 乙は、第21条各号及び第22条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、



将来にわたっても該当しないことを確約する。

（返還金等）

第26条 甲は、第22条から第24条までに定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代

金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。

２ 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。

３ 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、

有益費その他一切の費用は償還しない。

（乙の原状回復義務）

第27条 乙は、甲が第22条から第24条までの規定により解除権を行使したときは、甲の指定す

る期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を

原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。

２ 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、契約解除

時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰す

べき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなけ

ればならない。

３ 乙は、第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日ま

でに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。

（特別違約金）

第28条 甲は、乙が第13条から第16条までに定める義務に違反した場合には、甲の選択により、

解除権の行使に代えて特別違約金を請求することができる。この場合において、乙が特別違

約金を納付したときは、第14条に定める用途指定の特約は解除する。

２ 前項の特別違約金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 売買物件の用途指定違反時の時価額が売買代金を超える場合は、当該超過額

(2) 売買物件の用途指定違反時の時価の３割に相当する額

(3) 売買物件の契約時の時価の３割に相当する額から第23条第１項に定める違約金を控除した

額

（損害賠償）

第29条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠

償を請求できる。

２ 甲は、第23条及び第24条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損

害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

３ 乙は、甲が第23条及び第24条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害

が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

（返還金の相殺）

第30条 甲は、第26条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第21条に定

める違約金又は第27条第２項若しくは前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務がある

ときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。



（契約の費用）

第31条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。

（信義誠実の義務・疑義の決定）

第32条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

２ 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。

（裁判管轄）

第33条 本契約に関する訴えの管轄は、○○地方農政局所在地を管轄区域とする○○地方裁判

所とする。

上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ各自その１通

を保有する。

平成 年 月 日

売払人 国

契約担当官 印

買受人 住 所

氏 名 印

別紙

所在地（口座名） 区分 種目 構造 数量 減額前の評価額（時価） 売買代金

（記載要領）

相手方が法人である場合には、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称及び代表

者の氏名をそれぞれ記載してください。



様式例第16号の７ （代金即納、時価売払用）

［収入印紙］

国有財産売買契約書

売払人 国（以下「甲」という。）と買受人 （以下「乙」という。）とは、次の条項

により国有財産の売買契約を締結する。

（売買物件）

第１条 売買物件は、次のとおり。

所在地 区分 数量 摘要

内訳は別紙のとおり

（売買代金）

第２条 売買代金は、金○○円（内訳は別紙のとおり。）とする。

（契約保証金）

第３条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければなら

ない。

２ 前項の契約保証金は、第13条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。

３ 第１項の契約保証金には利息を付さない。

４ 甲は、乙が第４条に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく第１項に定め

る契約保証金を乙に還付する。

５ 甲は、乙が第４条に定める義務を履行しないときは、第１項に定める契約保証金を国庫に

帰属させることができる。

（代金の支払い）

第４条 乙は、売買代金を、甲の発行する納入告知書により平成 年 月 日までに甲に支払

わなければならない。

（登記嘱託請求書等）

第５条 乙は、本契約締結の際にあらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付

した登記嘱託請求書を、甲に提出しなければならない。



（所有権の移転）

第６条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付した時に乙に移転する。

（売買物件の引渡し）

第７条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引渡しがあったもの

とする。

（危険負担）

第８条 乙は、本契約締結のときから売買物件の引渡しのときまでにおいて、当該物件が、甲

の責に帰すことのできない事由により滅失又はき損した場合には、甲に対して売買代金の減

免を請求することができない。

（瑕疵担保）

第９条 甲は、本契約締結後、売買物件に隠れた瑕疵が発見された場合には、引渡しの日から

２年間に限り民法（明治29年法律第89号）第570条に規定する担保の責任を負う。

（公序良俗に反する使用等の禁止）

第10条 乙は、国有財産売買契約締結の日から10年間、売払物件を暴力団（暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）若しくは同法の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある

団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これらに類するものの用に供

し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売払

物件を第三者に貸してはならない。

（風俗営業等への使用の禁止）

第11条 乙は、国有財産売買契約締結の日から10年間、売払物件を風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項に規定する風俗営

業、同条第５項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供し、また、

これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三

者に貸してはならない。

（実地調査等）

第12条 甲は、乙の第10条及び第11条に定める公序良俗に反する使用等に関して、甲が必

要と認めるときは実地調査を行うことができる。

２ 乙は、甲から要求があるときは、売買物件について利用状況の事実を証する登記簿抄

本その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。

３ 乙は、正当な理由なく、第１項に定める実地調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は前

項に定める報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。

（違約金）

第13条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ各号に定める金額を違約

金として甲に支払わなければならないこと。

(1) 第12条に定める義務に違反したときは金（１割）円

(2) 第10条及び第11条に定める義務に違反したときは金（３割）円

（契約の解除）



第14条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができ

る。

（属性要件に基づく契約解除）

第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、

本契約を解除することができる。

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の

代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。以下同じ。）が、暴力団又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

しているとき

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

（行為要件に基づく契約解除）

第16条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、

何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

（表明確約）

第17条 乙は、第15条各号及び第16条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、

将来にわたっても該当しないことを確約する。

（返還金等）

第18条 甲は、第14条から第16条までに定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代

金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。

２ 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。

３ 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費

用は償還しない。

（乙の原状回復義務）

第19条 乙は、甲が第14条から第16条までの規定により解除権を行使したときは、甲の指定す

る期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を

原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。

２ 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、その損害



賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。

また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金

額を甲に支払わなければならない。

３ 乙は、第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日ま

でに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。

（損害賠償）

第20条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠

償を請求できる。

２ 甲は、第15条及び第16条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損

害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

３ 乙は、甲が第15条及び第16条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害

が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

（返還金の相殺）

第21条 甲は、第18条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が前条に定め

る損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺

する。

（契約の費用）

第22条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。

（信義誠実の義務・疑義の決定）

第23条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

２ 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。

（裁判管轄）

第24条 本契約に関する訴えの管轄は、○○地方農政局所在地を管轄区域とする○○地方裁判

所とする。

上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ各自その１通

を保有する。

平成 年 月 日

売払人 国

契約担当官

買受人 住所

氏名



別紙

所在地（口座名） 区分 種目 構造 数量 減額前の評価額（時価） 売買代金

（記載要領）

相手方が法人である場合には、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称及び代表

者の氏名をそれぞれ記載してください。



様式例第16号の８

土 地 売 払 価 格 評 価 調 書

所 在 地
売

地目（現況） 数量（実測）
払

位置、環境
土

交 通 機 関 鉄道 線 駅 徒歩約 分
地 バス ～ 系統停留所 徒歩約 分

の 都市計画法 区 域 □市街化区域 □市街化調整区域
□その他区域（ ）

概 上の規制内
用途地域 第一種住居・第二種住居・準住居・近隣商業

要 容 商業・準工業・工業・工業専用

建ぺい率 ％ 容積率 ％ その他 （ ） ％

評 価 利用の態様 更地・底地・その他（ ） 価格時点 年 月 日

条 件 価格の種類 正常価格・限定価格・その他

評 価 上 の 地 目 用 途 区 分

(1)算 定 評 価 格 円 備 考
更

評 (2)鑑定評価格又は 円
単 地

市町村等の意見 円
価 価 価

価格 平 均 円
の 格

の (1)+(2)
決 (3)更地価格の単価 〔 〕 円

2
概 定

底 (4)借地権等価格を基とした価格 円
地 〔(3)-(3)×権利割合〕

要 価
格 (5)経過期間等による価格修正率 円

〔(4)×価格修正率〕

評 単価 〔(3)、(4)、(5)のいずれかの単価〕 円
定
価 数量 ㎡
格

価格 円

減 適 用 条 件
額
譲 減額率の算定
渡 基礎及び減額
価 の算定
格

減額譲渡価格 円

年 月 日調
評定者 所 属

職 名
氏 名 印



（記載要領）

１ 本調書は、売払土地評価上の地目及び用途細区分ごとに作成する。

２ 「都市計画法上の規制内容」及び「評価条件」欄は該当する項目を○で囲む。

３ 国有財産評価基準に準じて評価した場合は、当該評定価格算出調書を添付する。

４ 借地権又は耕作権の付着した土地の評定価格を求めた場合は、備考欄に算式を記入すると

ともに、その算出根拠を添付する。

５ 売払土地の評価に当たっては、各調書に記載しきれない事項（近隣地域の範囲、当該地域

における標準的使用の現状と将来の動向、売払土地の最有効使用、標準画地選定の根拠及び

公示価格等）及び特記すべき事項等がある場合には、その詳細を記載した書面を別に添付す

る。



様式例第16号の９

不 動 産 鑑 定 評 価 依 頼 書

番 号
平成 年 月 日

（不動産鑑定業者） 殿

地方農政局長 印

下記要項により、国（農林水産省）が所有する土地の鑑定評価を依頼します。

なお、応諾の場合は速やかに請書を提出してください。

記

１ 不動産の表示

国有財産
番 号 所在・地番 数 量 備 考

台帳地目

２ 財産の現況

(1) 財産の状況（位置、環境、地上物件の状況、使用者等）については、地方農政局担当課に

おいて説明します。

(2) 所有権以外の権利の存否及びその内容（不動産の表示の備考欄のとおり）

３ 鑑定評価の条件

(1) 所有権以外の権利の有無、地上物件の有無にかかわらず、更地として評価してください。

(2) 鑑定評価格は正常価格とします。ただし、限定価格を相当とする場合にこれによってくだ

さい。

４ 鑑定評価の依頼目的 売払い

５ 鑑定評価額の価格時点 平成 年 月 日

６ 鑑定評価書の提出期限・提出部数
平成 年 月 日まで（備考欄に特に指定があるもの） ４部
平成 年 月 日まで（その他も作成しだい速やかに提出してください）４部

７ 現地案内者
地方農政局の担当職員

８ 現地確認の日時及び集合場所
現地案内者との打ち合わせによる。

９ その他

（留意事項）
１ 鑑定評価額は原則として更地価格を求めるものとしますが、例外として特殊事情による修
正のため権利割合も併せて求める場合は、３の鑑定評価の条件の(1)にその旨を記載してくだ
さい。

２ ５の鑑定評価額の価格時点は、旧所有者等から買受申込みのあった日を記入してください。
３ ９のその他は、鑑定評価額の決定理由をなるべく詳細に記載すること、鑑定料の基準、請
求手続等の必要な事項について、具体的に記入してください。



様式例第16号の10

延 納 申 請 書

平成 年 月 日

地方農政局長 殿

住 所

氏 名 印

国有財産の売払代金を納付するについて、延納による支払いを行いたく担保を提供して申請し

ます。

１ 売払物件の所在等

物件の所在 区 分 数 量 売払価格 摘 要

土 地 ㎡ 円

２ 延納期限等

延納期限 毎期の納付額 利率 納付期日 摘 要

年 月 日 円 ％ 年 月 日

３ 担保の種目等

物件の 担保物件の 担保設 先順位者があるときは担
区分 種目 構造 数量 摘 要

所 在 価格 (時価) 定順位 保されている債権金額

円 円

４ 売払代金を一時に支払うことが困難である理由

５ その他参考となるべき事項

(記載要領)

１ 法人である場合は、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称及び代表者の氏名をそ

れぞれ記載してください。

２ １の売払価格は、地方農政局から内示された額を記入してください。

３ ４の理由は、具体的に記載してください。

４ 氏名（法人にあってはその代表者氏名）を自署で行う場合においては、押印を省略することが

できます。

５ ２の利率は、普通財産取扱規則（昭和40年４月１日付け大蔵省訓令第２号）第17条の規定に定

めるところによります。なお、この利率は変動することがあります。

６ 延納納付基準は、普通財産取扱規則の別表に定めるところによります。

７ 本様式中「地方農政局長」は、北海道にあっては「農林水産大臣」、沖縄県にあっては「内閣

府沖縄総合事務局長」とします。



様式例第16号の11

抵当権設定登記承諾書

登記の目的 抵当権設定

原 因 平成 年 月 日売買による売買代金の平成 年 月 日設定

債 権 額 金○○円

利 息 年○○％

損 害 金 年○○％

義 務 者 ○○市○○町○○番○○号 ○○ ○○

抵 当 権 者 農林水産省

設 定 者 ○○市○○町○○番○○号 ○○ ○○

上記のとおり後記物件に抵当権設定登記することを承諾します。

平成 年 月 日

抵当権設定者

住 所

氏 名 印

地方農政局長 殿

不動産の表示

所 在 ○○市○○町

地 番 45番

地 目 田

地 積 678平方メートル

（記載要領）

１ 法人である場合は、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称及び代表

者の氏名をそれぞれ記載してください。

２ 本様式例中「地方農政局長」は、北海道にあっては「農林水産大臣」、沖縄県にあ

っては「内閣府沖縄総合事務局長」とする。



様式例第16号12

登 記 嘱 託 書

登記の目的 抵当権設定

原 因 平成 年 月 日売買による売買代金の平成 年 月 日設定

債 権 額 金○○円

利 息 年○○％

損 害 金 年○○％

義 務 者 ○○市○○町○○番○○号

○○ ○○

抵 当 権 者 農林水産省

設 定 者 ○○市○○町○○番○○号

○○ ○○

添 付 書 類 登記原因証明情報 承諾書 印鑑証明書

平成 年 月 日 嘱託

○○法務局（地方法務局） ○○出張所（支局） 御中

嘱 託 者 農林水産省

所管不動産登記嘱託職員

○○農政局長 ○○ ○○ 〔印〕

連絡先の電話番号 000-0000-0000

担当者 ○○係 ○○ ○○

登録免許税 登録免許税法第４条第１項

不動産番号 0000000000000

不動産の表示

所 在 ○○市○○町

地 番 45番

地 目 田

地 積 678平方メートル

（記載要領）

「債務者」及び「設定者」の欄は同一人（売払相手方）の住所・氏名を記入する。



様式例第16号の12の２

登記原因証明情報

１ 登記嘱託情報の要領

登記の目的 抵当権設定

債 権 額 金○○円

利 息 年○○％

損 害 金 年○○％

債 務 者 ○○市○○町○○番○○号

○○ ○○

抵 当 権 者 農林水産省

２ 不動産の表示

所 在 ○○市○○町

地 番 45番

地 目 田

地 積 678平方メートル

３ 登記の原因となる事実又は法律行為

（１）農林水産省は、○○○○に対し、平成 年 月 日、本件不動産を売買により延納

売払いしました。

（２）よって、本件不動産に平成 年 月 日、抵当権を設定しました。

平成 年 月 日 ○○法務局（地方法務局） ○○出張所（支局） 御中

上記のとおり証明します。

嘱 託 者 農林水産省

所管不動産登記嘱託職員

○○農政局長 ○○ ○○ 〔印〕

連絡先の電話番号 000-0000-0000

担当者 ○○係 ○○ ○○



様式例第16号の13

登 記 嘱 託 書

登記の目的 ○番抵当権登記抹消（平成 年 月 日受付第○○○○○号）

原 因 平成 年 月 日弁済

権 利 者 ○○市○○町○○番○○号

○○ ○○

義 務 者 農林水産省

添 付 書 類 登記原因証明情報

平成 年 月 日 嘱託

○○法務局（地方法務局） ○○出張所（支局） 御中

嘱 託 者 農林水産省

所管不動産登記嘱託職員

○○農政局長 ○○ ○○ 〔印〕

連絡先の電話番号 000-0000-0000

担当者 ○○係 ○○ ○○

登録免許税 金○○円

不動産番号 0000000000000

不動産の表示

所 在 ○○市○○町

地 番 45番

地 目 田

地 積 678平方メートル



様式例第16号の13の２

登記原因証明情報

１ 当事者及び不動産等

（１）対象となる抵当権の登記

平成 年 月 日受付第○○○○号 ○番抵当権

（２）当事者

権利者 ○○市○○町○○番○○号

○○ ○○

義務者 農林水産省

（３）不動産の表示

所 在 ○○市○○町

地 番 45番

地 目 田

地 積 678平方メートル

３ 登記の原因となる事実又は法律行為

○○○○は、農林水産省に対し、平成 年 月 日、本件抵当権の被担保債権全額

を弁済しました。

平成 年 月 日 ○○法務局（地方法務局） ○○出張所（支局） 御中

上記のとおり証明します。

嘱 託 者 農林水産省

所管不動産登記嘱託職員

○○農政局長 ○○ ○○ 〔印〕

連絡先の電話番号 000-0000-0000

担当者 ○○係 ○○ ○○



様式例第16号の14

延 納 台 帳

売払相手方 住 所 氏 名

売 払 財 産
売 売 払 年 月 日

所 在 地 目 地 積 売 払 価 格
払

売 払 代 金 延 納 の 特 約
延 延 納 利 率

即 納 金 延 納 代 金 合 計 期 限 納 付 方 法
納

自平成 年 月 日 年 各年 年賦
以

至平成 年 月 日 内 半年賦 四半年賦 年 ％

担 保 物 担 保 権 設 定 状 況
担 保 金 額

担 所 在 数 量 担保物価格 担保権内容 受理年月日 解 除 年 月 日

保

監査年月日 監査者氏名 相手方の立会者 特約条項違反の有無 違反に対してとった措置 違反措置の履行状況
監

査

延納特約整理 №



延 納 代 金 納 入

備 考回 数 延 納 代 金 延 納 利 息 合 計 納 期
（ 納 入 状 況 及 び 督 促 状 況 等 ）

即 納 金

第 １ 回

第 ２ 回

第 ３ 回

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

計



様式例第16号の15

所 管 換 （ 所 属 替 ） 調 書

１ 所管換の協議を受けた国有財産の表示 所管換協議書のとおり

２ 用 途

３ 協議に対する貸付け 貸付整理番号第 号

４ 使用料額及びその徴収決定並びに収納状況

５ 農地法第47条による認定 別紙のとおり

６ 所管換すべき期日 平成 年 月 日

７ 所管換対価及び算出基礎 別添価格評定調書のとおり

８ 協議部局の受入会計名、支出科目、支出官又は出納官職氏名及び受渡責任者官職氏名

本日付けで進達した平成 年 月 日付け 第 号所管換協議書につき、調査の結果上記

のとおりであるので、この協議に応ずること(を保留すること)を適当と認めます。

平成 年 月 日

地 方 農 政 局 長

［別添添付〕

（記載要領）

「地方農政局長」とあるのは、北海道の土地にあっては「経営局長」、沖縄県の土地にあっ

ては「内閣府沖縄総合事務局長」とする。



様式例第16号の16

国有財産受渡証書

受渡し 平成 年 月 日

渡 農林水産省所管国有財産部局長 印

受 所 管 国 有 財 産 部 局 長 印

次のとおり国有財産の受渡しを了した。

区 分 渡 受

所 管 名 農 林 水 産 省

会 計 名 一 般 会 計

分 類 普 通 財 産

種 類 国 有 農 地 等

用 途

増減事由別用語

都

所在 道 郡 町

府 市 村

県

区分 数量単位 数 量 価 格 有償価 備 考

格

土地 平方メートル 円

計



様式例第16号の17

引 継 調 書

１ 引継ぐ国有財産の表示

所 在 区分 種目 数量（㎡） 価格（円）

２ 国有財産の現況・状況等

３ 取得根拠及び取得年月日

４ 農地法第47条第１項の規程による認定の根拠及び認定年月日

５ 公共・公用利用計画の確認状況

６ 相手部局の受渡責任者官職氏名

７ その他必要な事項 別紙のとおり

［別添添付〕



様式例第16号の18

口 座 番 号 管 理 簿

省庁名 部局名

会 計 名 一般会計 特別会計

口座設立年月日

分類・種類 行政財産（公用 公共用 皇室用 企業用）普通財産

口座番号 市町村コード 口 座 名 （所 在 地） 買 収 所 管 所 属

年月日 換 替



様式例第16号の19

市 区 町 村 変 更 入 力 票

処理区分

Ｃ１：当該市区町村コードの変更を口座ごとに入力

Ｃ Ｃ２：当該市区町村コードの変更を部局ごとに入力

検

証

市区町村コード

訂 正 前 訂 正 後 部 局 コ ー ド 会計等

分類・種類 口座番号

（注）処理区分Ｃ１は、全項目を入力する。

処理区分Ｃ２は、「市区町村コード＋部局コード＋会計等」を入力する。



様式例第16号の20

口 座 入 力 票

処理区分 Ｄ１：口座の新規設定入力

Ｄ２：口座の訂正入力

Ｄ Ｄ３：口座の抹消入力

検

証

部 局 コ ー ド

会計等 分類・種類 口座番号

（訂正入力が可能な項目）

島 部 識 別

口 座 名

市区町村コード

口

座

所

在 市 区 町 村 未 満

地



様式例第16号の21

口 座 入 力 票

処理区分 Ｄ４：口座所在地の変更入力

Ｄ ４

検

証

部 局 コ ー ド

会計等 分類・種類 口座番号

口 座 所 在 地

（都道府県名から記入）



様式例第16号の22

ス ト ッ ク 訂 正 入 力 票

処理区分 Ｅ１：一口座のストック訂正入力

（市区町村コード、用途区分の訂正のみ）

Ｅ １

検

証

部 局 コ ー ド 会計等 分類・種類 口座番号

訂 正 前 訂 正 後

区 分

（種目） 市区町村 用途 市区町村 用途

コード 区分 コード 区分



様式例第16号の23

口 座 ・ ス ト ッ ク 訂 正 入 力 票

処理区分 Ｆ１：一口座の口座・ストック訂正入力

（部局コード、口座番号の訂正のみ）

Ｆ Ｆ２：一部局の口座・ストック訂正入力

（部局コードの訂正のみ）

検

証

部 局 コ ー ド 会計等 分類・種類 口座番号

訂 正 後

部 局 コ ー ド 口座番号



様式例第16号の24
増 減 デ ー タ 入 力 票

処理区分 検
Ａ１：増減データ新規・追加入力

Ａ Ａ２：増減データ訂正入力 証

部 局 コ ー ド 会計等 分類・種類 口座番号

Ｎ 区 市 用 増 増 データ 相 手 方 等 区 分
Ｏ 増 減

分 区 区 分 会 新旧 異動年月日（

途 減 減 計 部 局 コ ー ド 区分
町 報 等

種 告
村 区 区 事 洩 台 帳 数 量（建）台 帳 数 量 （延） 台 帳 価 格 会 分類 区 分 年 年

目 コ 年 計 ・ 口 座 番 号 月 日ー

度 等 種類 ( 種目 ) 号 度）

ド 分 分 由

（記載要領）１ 増減（財産の取得，処分等により台帳数量または台帳価格に増減が生じたもの）について、処理区分Ａ１を選択し入力票を作成する。
２ 増減データの入力を行ったもので、その増減データを訂正する必要があるものについて、処理区分Ａ２を選択し入力票を作成する。
３ 相手方等区分欄は、増減事由により次の項目を記入する。
(1) 引受(080)、引継(081)、引継取消(082)、引受取消(090)、所管換(101、102)及び所属替(111、112)の場合は、「会計等＋部局コード＋新旧区分」の各項目を入力する。
(2) 整理替(121、122)、種別替(123、124)、行政財産より組替(125)、用途廃止(126)、用途変更(127、128)、（何々）より種目変更(241)、（何々）へ種目変更(242)、移植(701)、移転(421)
及び従物移設(451)の場合は、「会計等＋分類・種類＋口座番号＋区分（種目）」の各項目を入力する。

４ 異動年月日欄の年号欄には、平成であれば H、昭和であれば Sと記入のこと。



様式例第16号の25

増 減 デ ー タ 抹 消 入 力 票

処理区分

Ｂ１：一口座全件の増減データ抹消入力

Ｂ Ｂ２：一増減事由別の増減データ抹消入力

検

証

部 局 コ ー ド 会計等

分類・種類 口座番号 NO

（注）ＮＯは、処理区分Ｂ２のときのみ記入する。



様式例第16号の26

口 座 入 力 票

処理区分 Ｄ１：口座の新規設定入力

Ｄ２：口座の訂正入力

Ｄ Ｄ３：口座の抹消入力

検

証

部 局 コ ー ド

会計等 分類・種類 口座番号

（訂正入力が可能な項目）

島 部 識 別

口 座 名

市区町村コード

口

座

所

在 市 区 町 村 未 満

地



様式例第16号の27

口 座 入 力 票

処理区分 Ｄ４：口座所在地の変更入力

Ｄ ４

検

証

部 局 コ ー ド

会計等 分類・種類 口座番号

口 座 所 在 地

（都道府県名から記入）



様式例第16の28

口座別・増減用語別集計表（２－１） 増減別（増）、区分（ ）、種類（ ）

都道府県名

①平成 年度 平 成 年 度 間 増

口 座 名 末 現 在 ② 増 計

コード番号

口 座 市 区 町 村 数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格



様式例第16号の29
口座別・増減用語別集計表（２－２） 増減別（減）、区分（ ）、種類（ ）

都道府県名

平 成 年 度 間 減 ④＝①＋ (②－③ )

口 座 名 売払い 売渡し 売払（小計） ③ 減 計 平成 年度末現在

コード番号 １８３

口 座 市 区 町 村 数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格



様式第16号の30
「報告洩」・「誤謬訂正」の理由書

所 属 会 計 名 分 類 種 類

１ 部 局 名 口 座 名 所 在

国有財産部局
２ 農林水産省所管 国有財産部局長

長の官職氏名

国有財産台帳 増又は減（○で囲む） 増 減 事 由 用 語 増又は減 区 分 数 量 価 格

登載のための （ の）報 告 洩 （ ）誤謬訂正 円
３

増減事由用語 （ の）誤謬訂正 内 （ 年度 の）報 告 洩

（ ）

区 分 ・ 数 量 ・区分 訳 （ ）

４ ・数量 （ ）

価 格 ・価格 （ ）

「報告洩」又 （報告洩となった理由）

５ は「誤謬訂正」

となった理由 （誤謬訂正となった理由）

今後、これら

のことが起ら
６

ないようにす

るための対策

・主 管 課 名

７ その他参考事項 ・責 任 者 氏 名

・（発見の経過等）

（記載要領）
１ 同一区分で増減事由が数件生じた場合、項目３及び４については内訳欄に記載する。
２ 本理由書のみでは十分に説明できない場合、参考書類を添付する。



様式例第16号の31

国有農地等の区域別所在調査表（平成 年度末現在）

都 道 府 県 名

（単位：㎡）

区 域 市 街 化 区 域 等 農 用 地 区 域 そ の 他 の 区 域 計
備 考

貸付区分 件 数 筆 数 面 積 件 数 筆 数 面 積 件 数 筆 数 面 積 件 数 筆 数 面 積

法第７条等継

続 貸 付 け

令第 3 5 条の

農 耕 貸 付 け

計

転 用 貸 付 け

未 貸 付 け

合 計



様式例第16号の32

国有農地等の態様別管理状況 （平成 年度末現在）
転用貸付地 （単位：㎡）

県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 計

件数 面 積 件数 面 積 件数 面 積 件数 面 積 件数 面 積 件数 面 積 件数 面 積 件数 面 積 件数 面 積 件数 面 積 件 数 面 積

病 院

庁 舎 等

宿 舎
国
道 水 路

そ の 他

計

学 校

公 営 住 宅
地
病 院

方
保健福祉施設

公
公 園 等

共
庁 舎 等

団
道 水 路

体
そ の 他

計

事務処理要領 学 校

第14の３の(5) 住 宅

のイの(ｲ)又は 道水路

(ｳ)に定める法 その他

人 計

個人住宅・店舗

そ 工 場

ゴ ル フ 場
の
植 林

他 そ の 他

計

合 計



様式例第16号の33
増 減 事 由 別 調 書

一 般 会 計 所 属 （分類） 普通財産（種類） 国有農地等 合 計

数 量 増 減
区分 増 減 事 由 備 考

単 位 数量（建面積・隻） 数 量 価 格 数量（建面積・隻） 数 量 価 格
円 円

様式例第16号の34

見 込 増 減 事 由 別 調 書

一 般 会 計 所 属 （分類） 普通財産（種類） 国有農地等 合 計

数 量 増 減
区分 増 減 事 由 備 考

単 位 数量（建面積・隻） 数 量 価 格 数量（建面積・隻） 数 量 価 格
千円 千円



様式例第16号の35

国有財産受渡証書一覧表

所管換 所管換
番 号 部局名 相手方部局名 区分 (増) (減) 引 継 備 考

(所属替) (所属替)
数 量 価 格 数 量 価 格 数 量 価 格

円 円 円

（記載要領）

１ 番号は、国有財産受渡証書(写)の右上方に一連番号を記入し、その番号を記載
する。

２ 区分中、立木竹については、種目を記載する。

３ 合計は、区分ごとの計を記載する。

４ 備考欄は、国有財産受渡証書の備考に記載されている端数を記載し、また有償

所管換(有償所属替)の場合は「有償」の表示をする。


